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○議長（波岡玄智君） ただいまから、平成２７年第１回浜中町議会定例会を開会しま

す。 

 

◎開議宣告 

 

○議長（波岡玄智君） これから、本日の会議を開きます。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定によって、２番石橋議員及び３番鈴木

敏文議員を指名します。 

 

◎日程第２ 議会運営委員会報告 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第２ 議会運営委員会報告をします。 

本件については、議会運営委員会から本定例会の議事運営について、報告書の提出が

ありました。 

委員長より報告を求めます。 

５番成田議員。 

○５番（成田良雄君） （口頭報告あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

開会 午前１０時００分

◎開会宣告 



  

本件は委員長報告に対する質疑を省略したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本件は、委員長報告に対する質疑を省略することに決定しました。 

これで報告を終わります。 

 

◎日程第３ 会期の決定 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第３ 会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、議会運営委員会報告のとおり、本日から２０日までの１０日間と

し、うち１４日・１５日を休会にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会の会期は、本日から２０日までの１０日間とし、うち１４日・

１５日を休会とすることに決定しました。 

 

◎日程第４ 諸般報告 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第４ 諸般の報告をします。 

まず、本定例会に付された案件は、お手元に配付のとおりです。 

次に、今議会までの議会関係諸会議等については、記載のとおりです。 

これで、諸般の報告を終わります。 

 

◎日程第５ 行政報告 

 



  

○議長（波岡玄智君） 日程第５ 行政報告を行います。 

町長。 

○町長（松本博君） おはようございます。本日、第１回浜中町議会定例会に議員全員

のご出席をいただき、誠にありがとうございます。 

先の議会から、本日までの主なる行政報告を申し上げます。 

（行政報告あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） 引き続いて、教育委員会より教育行政報告を行います。 

教育長。 

○教育長（内村定之君） 前議会からこれまでの、教育行政の主なものについてご報告

をいたします。 

（教育行政報告あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） これで行政報告を終わります。 

 

◎日程第６ 「寡婦（夫）控除をすべてのひとり親家庭に適用することを求める意

見書」提出を求める陳情（社会文教常任委員会） 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第６ 審査報告を議題とします。 

 本件については、平成２６年第４回定例会において社会文教常任委員会に審査の付託

をしていたものであります。同委員会において審査を終了しこの度報告書の提出があり

ました。 

委員長の報告を求めます。 

６番中山議員 

○６番（中山真一君） （口頭報告あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） これから、本報告に対する質疑を行います。 

             （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

 これから、平成２６年陳情第２号を採決します。 



  

 この陳情に対する委員長報告は、採択を可とするものです。本件は、委員長報告のと

おり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（波岡玄智君） 起立多数です。 

 したがって、平成２６年陳情第２号は、委員長報告のとおり採択することに決定しま

した。 

 

◎日程第７ 報告第１号専決処分の報告について 

◎日程第８ 報告第２号専決処分の報告について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第７ 報告第１号及び日程第８ 報告第２号を一括議題と

します。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長 

○町長（松本博君） 報告第１号及び報告第２号専決処分の報告について一括で提案の

理由をご説明申し上げます。 

この度の専決処分の報告については、平成２６年度一般会計補正予算第６号と第７号

でありますが、報告第１号につきましては、主に昨年１２月１７日・１８日と本年１月

２２日・２３日に発達した低気圧による大雪に伴い、町道除雪業務委託料に不足が生じ

たことによるもの、報告第２号につきましては、その後同じく発達した低気圧により１

月３１日から翌２月１日及び２月１３日から１５日に大雪が降ったことにより町道除

雪業務委託料に不足が生じたもので、その性質上早急に対応する必要があることから地

方自治法第１７９条第１項の規定により、これに伴う歳入および歳出の予算補正を、報

告第１号につきましては１月３０日付で、報告第２号につきましては２月１８日付で専

決処分させていただいたところであります。 

補正の内容を申し上げますと報告第１号平成２６年度浜中町一般会計補正予算第６

号では、歳出、7 款土木費の町道維持管理に要する経費で、町道除雪業務委託料２,００

０万円を追加し、歳入につきましては全額繰越金を充て、歳入歳出予算の総額を６６億

７,６４７万３，０００円とするもの、報告第２号平成２６年度浜中町一般会計補正予

算（第７号）では、歳出、7 款土木費の町道維持管理に要する経費で、町道除雪業務委



  

託料４,０００万円を追加し、歳入につきましては財政調整基金繰入金を充て、補正後

の歳入歳出予算の総額を６７億１,６４７万３,０００円とするものであります。 

 以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご承認くださいますようお願

い申し上げます。 
○議長（波岡玄智君） これから報告第１号の質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから報告第２号の質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

 これから報告第１号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

 これから報告第２号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

 これから報告第１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、承認することにご異議ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

 したがって、報告第１号は承認するに決定しました。 

 これから報告第２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、承認することにご異議ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 



  

 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

 したがって、報告第２号は承認するに決定しました。 

 

◎日程第９ 議案第１号平成２６年度浜中町一般会計補正予算（第８号） 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第９ 議案第１号を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第１号平成２６年度浜中町一般会計補正予算第８号につきま

して、提案の理由をご説明申し上げます。 

 この度の補正は、年度末に当たり事業費の確定による減額補正や、除雪経費、国の平

成２６年度第１次補正予算を受けて実施する地域住民生活等緊急支援事業費など今後

必要とされる経費について補正をお願いしようとするものであります。 

 補正の主なものを申し上げますと歳出では、２款総務費では、特定防衛施設周辺整備

調整交付金基金積立金７９４万７，０００円を追加するほか、地域住民生活等緊急支援

事業費５,４１４万５，０００円を増額し、事業費の確定による執行残及び経常経費の

支出見込による減額などを合わせ、全体で４,０３５万６，０００円の追加。 

なお、地域住民生活等緊急支援事業費につきましては、全額を翌年度へ繰越明許費で

の執行となります。 

 ３款民生費では、実績見込みにより障がい者福祉給付に要する経費３７６万２，００

０円を追加し、臨時福祉給付金交付に要する経費５７３万８０００円、重度心身障がい

者医療費助成に要する経費３９０万３，０００円、老人福祉施設措置費に要する経費５

４０万円、介護保険特別会計繰出金２０２万６，０００円、児童手当支給に要する経費

７３０万円、常設保育所運営に要する経費２８２万３，０００円をそれぞれ減額するな

ど、全体で、３,１３０万１，０００円の減額補正。 

 ４款衛生費では、国民健康保険特別会計繰出金７１７万４，０００円を追加し、浜中

診療所特別会計繰出金９９５万３，０００円、水道事業会計繰出金５６万５，０００円

を減額するほか、し尿処理に要する経費２０８万４，０００円の減額など、全体で１,



  

２４０万円の減額補正。 

 ５款農林水産業費の農業費では、新規就農者育成対策に要する経費で４２１万円を追

加し、農業基盤整備に要する経費で浜中姉別地区道営農道整備事業など事業費の確定に

伴う負担金の確定により３３９万６，０００円を、産業振興資金貸付に要する経費で貸

付実績により９０７万６，０００円を減額するなど農業費全体で１,２６７万５，００

０円を減額補正。 

林業費では、有害鳥獣被害対策に要する経費で鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業従事

者報償の実績等で６３６万２，０００円を追加するほか町有林整備事業に要する経費で

執行残３２１万４，０００円を減額するなど、林業費全体で１６４万５，０００円の追

加。 

水産業費では、港湾管理に要する経費で、漁船捲揚施設の修繕料１２６万４，０００

円を追加するほか、産業振興資金貸付に要する経費で貸付実績により貸付金２５０万円

を、漁港整備に要する経費で丸山散布物揚場整備工事の契約執行残２,５５８万４，０

００円、漁港工事地元負担金４０８万５，０００円を減額するなど、水産業費全体で３,

７６２万７，０００円を減額し、農林水産業費全体の補正額は４,８６５万７，０００

円の減額となります。 

 ６款商工費では、商工振興に要する経費で町地域経済活性化促進奨励補助の執行残８

７万３，０００円を減額するなど、全体で２６５万１，０００円の減額。 

 ７款土木費では、下水道事業特別会計繰出金１６７万７，０００円を追加するほか、

町道維持管理に要する経費で町道除雪業務委託料５,０００万円の追加と町道維持補修

工事の執行残等で４,６１４万８，０００円を追加、町道整備事業に要する経費で町道

改良舗装工事の執行残２６７万円を減額するなど、土木費全体で４,３３５万１，００

０円の追加。 

９款教育費につきましては、小学校管理に要する経費１２１万６，０００円の減、総

合文化センター管理運営に要する経費２４８万２，０００円の減など主に執行残の減額

で、教育費全体で１,８６９万６，０００円の減額補正となります。 

 １０款公債費では、地方債償還元金１０８万９，０００円の追加は貸付利率の見直し

に伴うもの、地方債償還利子１,１０５万９，０００円の減は貸付利率の見直し及び貸

付実績によるもので、公債費全体で９９７万円の減額。 

１１款給与費の、４４８万５，０００円の減額は実績見込みによるものであります。 



  

 以上により、今回の補正額は、４，５１２万４，０００円の減額となります。 

 一方歳入につきましては、 

 １款町税は、個人町民税など最終収納見込みにより全体で３,４６５万７，０００円

の追加。 

８款国有提供施設等所在市町村助成交付金２９万４，０００円の減、９款地方特例交

付金１９万２，０００円の追加は、いずれも交付額の確定によるものであり、１０款地

方交付税の普通交付税３１５万５，０００円の追加は、追加交付、１２款分担金及び負

担金１７７万１，０００円の追加、１３款使用料及び手数料２３１万円の追加は、いず

れも実績見込みによるもの、 

１４款国庫支出金、３,０２０万２，０００円の追加は事業費等の確定による交付額の

実績見込分でありますが、うち４,７２５万９，０００円は地域住民生活等緊急支援事

業に係る交付金であります。 

１５款道支出金８９６万４，０００円の追加は、事業費等の確定による交付額の実績

見込分でうち３００万円は国庫支出金と同様地域住民生活等緊急支援事業に係る交付

金であります。 

 １６款財産収入は立木売払収入８７万８，０００円の追加、町有地売払収入１６６万

９，０００円の増など、実績見込みにより全体で２２１万３，０００円の追加。 

１７款寄附金では、ふるさと納税として６万５，０００円の寄附があったことから追

加計上しております。 

１８款繰入金では、財政調整基金繰入金は財源調整で予算化されておりました９,０

００万円全額を減額、特定防衛施設周辺整備調整交付金基金繰入金は、保育所運営経費

に充当するもので１２０万円を追加するなど、全体で８,８３１万９，０００円を減額。 

 １９款繰越金は、留保財源としておりました３２６万５，０００円を予算化するもの。 

 ２０款諸収入では、風力発電余剰電力売電収入２４４万６，０００円の追加や、ふれ

あい交流・保養センター売店収入ほか１７０万５，０００円の減等で、いずれも収入見

込みより５９万５，０００円の追加。 

 ２１款町債では、事業費及び同意額の確定などにより４,３９０万円を減額補正する

ものであります。 

 この結果、補正後の歳入歳出予算の総額は、６６億７,１３４万９，０００円となり

ます。 



  

 次に第２表繰越明許費でありますが、デジタルテレビ中継局整備事業３,３２６万１，

０００円、地域住民生活等緊急支援事業５,４１４万５，０００円、霧多布港海岸陸閘

改良事業４,２７３万８，０００円を計上しておりますが、いずれも事業が年度内に終

わらない見込みから地方自治法第２１３条第１項の規定に基づき、あらかじめ翌年度に

繰り越して事業を実施しようとする金額の限度額を定めようとするものであります。 

 次に第３表債務負担行為補正でありますが漁業近代化資金の利子補給の支払契約に

つきましては、平成２６年度分の融資実績による利子補給金額の確定に伴い、期間は平

成２７年度から平成４０年度までとし、限度額は２１０万８，０００円にしようとする

もの、中小企業特別融資資金の利子補給の支払契約につきましては、中小企業の振興対

策として、同資金の既貸付分に係る利子補給を実施しようとするもので期間は平成２７

年度から平成３６年度までとし、限度額は１９４万７，０００円にしようとするもので

あります。 

次に第４表地方債補正につきましては、地方債を財源とする事業費及び同意額の確定

に伴う補正であります。 

 以上、議案第１号の提案の理由をご説明いたしましたが詳細につきましては、企画財

政課長より説明させますのでよろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○企画財政課長（野崎好春君） （議案第１号 補足説明あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） これから議案第１号の質疑を行います。 

歳入・歳出一括して行います。 

６番中山議員。 

○６番（中山真一君） 何点かについて質問させていただきます。 

４３ページ歳入。町史売り払い収入マイナス１８０万円ですが昨年３月定例会でお聞

きしましたら、平成２６年１２月ぐらいに発行予定であるということで聞いておりまし

たが、これが減額ということであればまだ発行してないというふうにとるのですが、そ

れで２７年度の予算に計上されておりますが、どこまでこの作業が進んでいるのかまた

今後の予定につきましてお尋ねさせていただきます。 

次に５７ページの地域住民生活等支援事業に要する経費の繰越の関係ですが、大変良

い内容で進めていると思いますが、これは平成２７年度のみで終わらせる事業なのかそ

れとも平成２８年度以降も続けていくものなのかお尋ねさせていただきます。 

次に６７ページ老人福祉施設福祉に要する経費でマイナスの５４０万円なんですが、



  

当初予算では２４４８万円ですか、これお聞きしましたら９人分ということで、根室が

７人ですか、弟子屈１人、釧路１人であるとお聞きしましたが、５４０万円の減額とい

うことはどこの入所者がどのように減ってきたのか教えていただきたいと思います。そ

してまた関係しますけれども、平成２７年度も２，５４４万円の予算を組んでますけれ

ども今後もこういうことが見込まれるのかどうなのかお尋ねさせていただきます。 

次に７７ページ合併浄化槽設置事業補助が１８０万円減額になってますが、当初３７

０万円を組み５人槽２基、７人槽２基の予定であるとお聞きしましたがこれがどのよう

に減ってきたのか、そして平成２７年度も３７０万円の予算を組んでおりますけれども、

現在町内での対象戸数が何戸あるのかその点についてお尋ねさせていただきます。 

それから次９３ページ除雪費なんですが、報告第１号、第２号で追加して１億円にな

っております。そしてなおかつ今回補正で５，０００万円を見込み、総額で１億５，０

００万円になろうとしておりますけれども、今日現在で平成２６年度の除雪費はいくら

までかかったのかその辺を教えていただきたいと思います。あと２０日間ですから少し

でも残していただければと思うものですからお尋ねします。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） 歳入４３ページ町史の売り払いの関係でございます。 

町史の編纂の関係でございますけれども、昨年の議会で平成２６年３月までの完成を

目指して作業を進めてきておりました。その後筆跡料の関係から１１月３０日までとい

うことで委託業者でありますぎょうせいと契約変更をしたところでございますが、今回

作成の対象となっている期間が３０数年経過しているということで、筆跡構成に多くの

時間が必要であるということで昨年の１２月に委託業者より再度、平成２７年３月まで

契約期間を延長していただきたいとの申し出もあり、現在審議会等で校正等もやってお

りますがなかなか作業が進んでいないという実態でありますけれども、今月の中旬には

全行程の最終校正の作業をしているという段階でございますので、今年度中の発刊が可

能になってきたという所でございますので、皆さん大変期待している町史でございます。

町民の皆様にも大変申し訳なく思っておりますけれども、できるだけ歴史に残る良いも

のの発刊ということで、再度期間を延長させていただいたということでございますので

ご理解いただきたいと思います。  

 次に、歳出５７ページの地域住民生活等緊急支援事業に要する経費の関係でございま

す。国は平成２６年度に地域の消費あるいは生活支援の緊急対策として交付金の交付を



  

決定しております。本町においても先に歳入で説明しました消費喚起生活支援型という

ことで１８０９万７，０００円、それと地方創生の先行型ということで２９１６万２，

０００円の交付の内示を受けたところでございます。今後の事業でございますけれど、

今年度平成２７年度中に人口ビジョンや総合戦略、これらの策定作業に入りまして、こ

れら事業についても引き続き、この事業の中で継続してやっていけるかどうかも含めま

して今後検討させていただきたいと思います。担当としてはできるだけ継続してこの事

業に取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（伊藤敦子君） ６７ページの老人福祉施設措置費に要する経費につい

てお答えいたします。今年度当初の予算につきましては、１３名の入所の方がおりまし

て新規の方２名を見込んで予算を計上させていただいておりました。途中入・退所があ

りましたけれども、最終的には１３名程度で落ち着いておりまして人数的には増えなか

ったということで最終的に予算を落とさせていいただいたということでございます。 

 平成２７年度予算につきましても、新規入所を見込んだ中で予算を計上させていただ

いておりますので、最終的に新規入所がない場合は減額させていただくということにな

ります。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） ６番議員の７７ページし尿に要する経費の合併処理浄化槽

設置事業補助の減額についてお答えします。この度の減額につきましては、５人槽２基

分の１８０万円の減額分です。平成２６年度につきましては７人槽２基の申請がござい

まして既に設置が済んでおります。対象戸数のお話ですが、平成２５年の数値になりま

すけれど農村地区３７６戸、漁村地区で１６１戸併せて５３７戸になります。このうち

既に浄化槽が入っている家庭が農村地区では１９６戸、漁村地区では２０戸です。差引

３２１戸が未整備ということになっております。 

○議長（波岡玄智君） 建設課長。 

○建設課長（中川亮君） 除雪費の関係でございます。３月６日現在の数値ですが総額

１億２，２６２万１，６３４円の支出見込みとなってございます。昨日・今日と悪天候

の予報でしたが、荒天とはならず助かっております。後半月程度ありますので、現状の

まま推移していけば何とか１億５，０００万円の予算で凌げるものと考えてございます。 

○議長（波岡玄智君） 中山議員。 



  

○６番（中山真一君） 町史について、今月末までということであれば町民に販売でき

るのはいつごろの予定になるのか見込みを教えていただきたいと思います。 

 それから、地域住民生活等緊急支援事業のなかで、たとえば漁業後継者育成対策事業

補助ということで９２万円見込んでおりますが、資料を見ますと既存の補助に日額５，

０００円以上上積みするということですけれども、平成２７年度予算を見ますと１名分

だったと思いますが支給の基礎となる計算方式を教えていただきたいと思います。それ

からプレミアム商品券の発行につきましても、翌年度以降もこのくらいのものが発行さ

れることになるのか、それから安心住まいる促進事業の助成も平成２８年度以降も続け

る予定なのか、そして保育所の扶助費、結婚祝い金、出産祝い金それから妊婦の交通費

助成につきましても、平成２８年度以降も続ける予定なのかどうかその辺についてもお

尋ねしたいと思います。 

 それから合併浄化槽についてですけれども、まだ３２１戸対象が残っているというこ

とで促進事業といいますか、地域ごとの説明会あるいはお知らせ等やっているかどうか

お尋ねさせていただきます。 

 除雪費ですけれども、豪雪の年ですからこのくらいお金かかると思うんですけれども、

２５年度初めて１億円を超えて今年で１億超えるのは２年目だと思うんですけれど、雪

が多くて除雪に大変苦労されていると思うんですけれど、今後とも気候状況ですから除

雪費が増えてくるということがやむを得ないことと思うのですがこの財源ですね、今回

の場合に積立金を取り崩してやってますけれど、この財源はどのようになっているのか

お尋ねさせていただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） 町史の売り払いの関係でございますけれども、現在の

予定は、４月末から５月上旬には町民の皆様に売り払い等の手続きに入りたいというふ

うに考えているところでございます。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（戸井洋典君） ５７ページの漁業後継者の関係でございますが、既存の補

助金５０万円の７０パーセント３５万円の上限プラス研修所入所期間、概ね１１４日の

入所期間があるんですが、その日数に日額５，０００円ということで併せて９２万円と

いうことです。実施期間につきましては、企画財政課長より答弁があったと思うのです

が計画策定の中で検討してまいりたいと思います。 



  

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） 合併処理浄化槽の周知ですね。この部分ですけれど自治会

連合会の総会等機会あるごとに周知しております。ただ実際に補助金があるとはいえ皆

さんの負担もあることです。平成２３年度にとったアンケートでも明らかなんですが、

資金の関係が一番ネックになってくるのかと思っております。合併浄化槽は環境の部分

で負荷を軽減して、清潔な日常生活を送っていいただくという部分がありますのでその

制度の趣旨を広報なども含めて色々な機会で周知していきたいと考えております。現状

では各地区に入るまでは考えておりませんが、まちづくり懇談会とかの機会をとらえて

特に供用地区でない海岸地区では、生活雑排水を流出することは漁業関係への影響もあ

ると考えますので、その点を含めて周知していきたいと考えておりますのでご理解くだ

さい。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（海道政俊君） ５７ページ、プレミアム商品券発行事業補助について

ですが、総合戦略の中で今後も考えていきたいと思っております。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） 除雪費の財源の関係でございます。除雪費につきまし

ては、例年３月に交付される特別交付税に金額はどのぐらいになるか特別交付税ですか

ら不透明ですけれど、需要額として要求していくということになっております。特別交

付税で財源充当は多少されていくということでございます。金額については全くの不透

明です。 

 地域住民生活等緊急支援交付金の関係で概略について私の方から説明させていただ

きます。プレミアム商品券の発行事業、それと低所得者等世帯の生活支援事業この２つ

については、地方の生活等の緊急対策ということで消費の喚起と生活支援を早急に講ず

るということで平成２６年度の補正で入ってきております。これが交付額で先ほどもご

説明申し上げましたが１８０９万７，０００円の事業です。そのほかに事業についきま

しては地方創生の先行型、平成２７年度から地方版の総合戦略にかかわる計画を５年間

立てていきますけれども、その先行型ということで今回この１０事業が国との協議も整

いまして内示を受けたところでございますけれども、この先行型につきましては今後５

年間緊急的に取り組んでいきたいということで国にも申し上げているので、これら事業

につきましては今後の計画策定の段階では優先的に組み入れていきたいと考えてます。



  

それと消費生活支援型この事業につきましては、プレミアム商品券については今まで町

の単独事業として実施してきておりますし、それと低所得者等の生活支援、これは福祉

灯油の支援を今回衣替えしながら金券を発行するという事業でございますけれども、こ

の２事業についても、今後とも地域の消費喚起や低所得者等の生活支援のために今年度

以降交付金ということにはならないかと思いますけれども、単独事業としても継続して

進めていきたいと考えているところでございます。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

○議長（波岡玄智君） ７番川村議員。 

○７番（川村義春君） 数点に亘ってご質問させていただきます。 

 まず歳入で３９ページ。町有地の売り払い収入が１６６万９，０００円増というふう

になっておりますが説明では３３０．９７㎡の土地という説明がありました。どこにあ

った町有地を売却したのか。その売却単価についてもお知らせいただきたいと思います。 

 次に歳出の４５ページ。行政関連審議会委員に要する経費の内町行政改革推進委員報

酬についてでありますけれども、行政改革については平成８年から始まって第６次まで

策定されて今年で終了する。平成２７年度から平成２９年度までの第７次行政改革大綱

を作成するということで、２６年度の町政執行方針の中で町長が述べられておりました。 

その中で、行政改革委員８名ですけれど任期満了に伴う部分がありますがこれの委嘱

はされているのか。会長はあて職ということですことですけれど、替えられているのか。

それから平成２６年度中の開催については、予算が１５万２，０００円で９万１，００

０円の減ですから６万１，０００円の実施ということで２回の開催と思いますが開催日

数とどういう内容で開催されたか、併せて平成２７年度中の策定作業になると思います

がいつまでに策定し公表されるのかお伺いします。平成２７年度予算については減額さ

れた６万１，０００円当初計上されておりますので、２回分だと思いますがそれで大丈

夫なのかどうか。行革大綱を作っていくという部分では大丈夫なのかお伺いします。 

それと先ほど６番議員から質問がありましたが、地域住民生活等緊急支援事業に要す

る経費であります。これにつきましては前段説明がありましたので十分理解をしている

ところですし、私の一般質問の中でも聞いているところでありますがあえてお聞きしま

すけれども、その中で安心住まいる促進事業補助金というのがありましてこれは説明資

料の中で浜中町安心住まいる促進事業実施要綱というのがありまして、それを見てまい

りました。そうするとこの中身というのは、住宅新築に要する費用５００万円以上に対



  

して１戸当たり３０万円を助成する。それからリフォームについては費用１０万円以上

に対して１戸当たり２０万円を限度に助成する、そういった内容でありますけれどもこ

れについては先ほど企画財政課長が言っておりましたように、先行型事業として継続し

ていくということですが、金額的に助成する額が低いような気がするんですが、浜中町

に定住していただき安心して住める状況を作っていくというふうになりますと、地方創

生先行型として継続してこの要綱に基づいて実施していくとすれば、もう少し額を引き

上げてもいいのではないかと思うのですが、その辺の考え方をお聞かせいただきたいと

思います。当面国から示された４，７２５万９，０００円と道からの補助金３００万円

合せて５，０２５万９，０００円の歳出。一般財源は３８８万６，０００円を組んで５，

４１４万５，０００円の事業をやっていくということですので、大いに期待していると

ころですが考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

それから８７ページの霧多布港の海岸陸閘改良事業負担金であります。これにつきま

しては、当初予算では局舎システム機器更新工事負担金で５，７４０万円、道事務費負

担金３００万円で６，０４０万円の予算でありました。今回５５８万６，０００円の追

加でありまして、６，５９８万６，０００円になるわけでございますけれどこのうち繰

越明許費で４，２７３万８，０００円。これを繰り越すということですけれども、これ

は説明では道との事業調整だというようにお聞きしましたが、実際に繰り越す事業の内

容はどのようになっているかをお尋ねしたいと思います。 

最後になりますが８９ページ町地域経済活性化促進奨励補助。これの８７万３，００

０円の減額でありますけれども、この実績ですね。そして平成２７年度予算も同額の２

００万円を計上されておりますけれども、まず実績をみてこれについては要望を受けて

対応するというようなことだったように聞いておりますが、そういうことでつかみの予

算を組んでいるということであればそれで結構だと思いますが、その辺の内訳実績をお

知らせいただきたいのと、霧多布湿原センター管理運営に要する経費の修繕料１００万

円に対して７７万８，０００円の減であります。これについての内訳を教えていただけ

ればと思います。新年度でも予算を組んでおりますので同じ修繕料、同じ個所の同じ修

繕であればそのようにお答えいただきたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） この際暫時休憩します。 

（休憩 午前１１時５８分） 

（再開 午後１２時５８分） 



  

○議長（波岡玄智君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第９ 議案第１号の質疑を続けます。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） 歳入３９ページ町有地売り払い収入についてお答えします。 

まず場所ですけれど、霧多布４区でございます。今まで町有地を借りて住宅を建てて

おりましたが、住宅改築にあたりまして町有地購入の希望があり、今回売り払いしたも

のであります。単価につきましては、㎡あたり５，０４３円ということになっておりま

す。 

次に歳出４５ページ町行政改革推進委員報酬でございます。委員の人数ですけれど８

人になってございます。任期につきましては平成２６年７月２５日から２年間というこ

とで新たに委嘱をしてございます。また委嘱につきましては、当て職といいますか各団

体の関係者ということでございますのでそれぞれ委嘱してございます。それと平成２５

年度の開催実績でありますが、現在のところ開催してございません。平成２６年度の執

行方針で開催するということですすんできましたが、今だに開催してないことをお詫び

申し上げます。それと、行政改革大綱ですけれど議員先ほどおっしゃいましたとおり平

成８年度からやって、今現在第６次が平成２６年で終了ということになっております。

引き続き平成２７年度以降についきましても、行政改革を進めるべく現在資料収集の段

階ですのでご理解願いたいと思います。平成２７年度の開催回数につきましては２回と

いうことで予算計上させていただいております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 建設課長。 

○建設課長（中川亮君） ５９ページ安心住まいる促進事業の補助額の問題でございま

す。この事業の目的は、町民が長く安心して住み続けることができるまちづくりの促進

ということがまず第１にございます。その中で町として新しい事業ということですので、

金額に関しましては近隣町村を参考にしております。財源につきまして今回は、交付金

ということで実施させていただきます。これ以降単独事業となるかどうかは、今後の検

討事項でありますが、本町での最初の事業なのでまずこの金額で町民に助成していきた

いということでこの額を決めたところであります。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（戸井洋典君） ８７ページの海岸事業の関係でございます。まず、繰越す

内容でございますけれども機器の据え付け調整工事、これが２，３５８万８，０００円。



  

光ケーブルの設置と撤去工事で４５０万円。それらの監理委託業務１００万円。それか

ら道への負担金１，３００万円、これにかかわる事務費６５万円。トータルで４，２７

３万８，０００円となっております。以上であります。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（海道政俊君） ８９ページ商工振興に要する経費の補助金についてで

すが、４件で１１１万３，０００円の支出になっております。補助金の２００万円の計

上につきましては、規則で補助金額は２００万円を限度とすると定められておりますし、

過去５年間の実績から見ても２００万円の予算があれば十分と判断しております。 

 ２点目の湿原センターの修繕料についついてですが、当初エントランスの玄関タイル

補修ということで予算計上しておりましたが、観光シーズンと重なったことと冬期間の

補修が困難であることなどから今年度の補修を断念し、新年度新たに予算計上して対応

してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） ７番川村議員。 

○７番（川村義春君） ３９ページの歳入については解りました。 

 ４５ページの町行政改革推進委員報酬、これについても委員８名で２７年から３か年

の委嘱も済んでいるということで確認をさせていただきました。ただ、これにつきまし

ては支出されておりますよね。当初予算１５万２，０００円に対して６万１，０００円

の支出があって、９万１，０００円を減額するということになっておりますから、６万

１，０００円というのは２回分ということで私は受け取ったんですが、今の話を聞くと

２６年は開催していないということですがこの辺もう一度整理してお答えいただきた

いと思います。それで第７次計画は何時策定して何時公表されるのか、これを改めてお

聞かせください。 

 それから、５７ページの地方創生関連の安心住まいる促進事業実施状況に絡んでです

けれど、本町で初めて行う新たな事業ということで私は高く評価してますし、実施要綱

などを見させていただいても良くできていると思うんですけれども、詳しく見ていくと

結構制約があるようですね。手続き的にも要綱の中で対応していればだめですとか色ん

な制約があってですね、本気で申し込むことに戸惑いが出るのではないか。５０万円を

もらうために、いろいろなことをクリアーしなければならないということになっており

ます。ということで、もう少し魅力があれば取り組みたいという意欲が出てくるのかな

と思うんですよ。管内近隣町村の額を参考にしたということですが、浜中町は浜中町独



  

自の施策があって良いのではないかと私は思います。たとえば過去の例ですけれども乳

幼児医療費について中学校までの無料化を他町村に先駆けて実施をしてきた。そのこと

を踏まえてほとんどの町村が、今回の地方創生に絡んで中学校までの無料化を実現する

に至った。更に進んで、高校生まで無料化するという町村が出て来そうな気配でありま

す。ですから私はせっかく実施するのであれば他よりももっと使い応えのある、本当に

安心してここに住み続けていけるようなそういう施策ということで、リフォームにして

も２０万円が上限ではなく、もう少し上げてもいいのかなという思いで質問させていた

だいておりますが、当面はこれでやって行きたいということですので、やらないよりは

いいのでやってもらってそのうちに次年度以降新たな戦略ができるわけですから、２７

年度中にできるわけですからその中に額の増額を組み込むとか、そういう考え方をもっ

ていただきたいなと思うのですがいかがでしょうか、お答えいただきたいと思います。 

 それから、８７ページの海岸陸閘改良事業の繰越明許費の内訳については理解しまし

た。 

それから８９ページ町経済活性化促進奨励補助でありますが、最終見込みが４件で１

１１万３，０００円の支出でありましたということでありますが、２００万円に対して

８７万３，０００円の減ですから１１２万７，０００円の支出だと思うのですが額が違

うと思うのですがそれでいいですか。私の間違いでしょうか。１１１万３，０００円４

件の事業の内容をもう一度教えていただけませんか。 

８９ページの湿原センターの補修については、観光シーズンと重なってできなかった

ということで、新年度予算で対応するということで同じく１００万円計上されておりま

すが、これについては理解しますが１点だけ何時発注するのか、５月になったら観光シ

ーズンに入るわけですからその発注の時期だけお知らせいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） 歳出４５ページの行政改革関連推進委員の関係でございま

す。実は平成２６年度当初予算で５回分計上させていただきました。今回減額させてい

ただきまして、予算的には２回開催できる分を残しております。年度末迫っております

が何とか１回でも開催して委員の皆さんに現在の状況をお知らせして、それをもって新

年度に向けてやっていきたいと思っております。それと２７年度の公表につきましては

９月頃までには何とかしたいと考えております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 建設課長。 



  

○建設課長（中川亮君） 安心住まいる促進事業の額と条件の問題であります。要綱の

中身は議員ご指摘の使い勝手の悪さはあるかもせれませんが、私どもといたしましては

しっかり作ったつもりでございます。その中で、本来の趣旨から申しますと使い勝手が

良くて助成額も多い方がいい、これは正しくそのとおりであります。担当といたしまし

ては、まずこれで実施させていただき次年度以降中身についても検討させていただきた

いと考えております。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（海道政俊君） 補助金の関係でありますが、この内容は４件とも加工

品のパッケージであります。金額についてですが、当初の聞き取りの段階で示された額

と１万４，０００円ぐらい少ない申請となりましてその差額が出ているということであ

ります。 

湿原センターの修繕の関係なんですけれど、４月になったら直ぐ発注して５月の連休

明けになるかできるだけ早期に執行したいと考えております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） ７番川村議員。 

○７番（川村義春君） ４５ページの行政改革関連推進委員の関係ですけれども、今年

度中にあと２回開催したいということで予算を残したということですか。そういうこと

で理解しますが、できるかどうか別にしてとりあえず２７年度からの行革に向けてでき

るだけ開催して方向性を見出したいと、そして２７年度は予算的には２回分組んでいる

んでそれで結審して９月ごろまでに公表したいということで理解してよろしいですか。

そのことが先ず１点、それから使い勝手がいい制度ということで地方創生の安心住まい

る促進事業の実施要綱については、次年度以降検討したいという答えが返っていきまし

たけれども、是非その辺は十分検討していただきたいと思います。 

 それから湿原センターの玄関前の補修でありますけれども、４月になったら直ぐ発注

するということですが凍結が緩んでいるのかどうかその辺は大丈夫なんでしょうか、そ

の部分を聞いて終わりたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（海道政俊君） 湿原センターの件ですが補修に関しては、工期が相当

期間見なければならないということで、新年度早期に発注して５月中旬には完成させた

いと考えております。 

○議長（波岡玄智君） 副町長。 



  

○副町長（松本賢君） 住宅リフォームの関係です。平成２７年度当初予算に計上して

おります。昨年この事業を立ち上げるということで、お示しをして新年度予算での実施

を考えておりました。そこに緊急支援のための交付金がありまして対象事業になるとい

うことで早速補正予算で対応し、新年度予算は減額するということです。それで平成２

７年度中に人口ビジョンですとか、地方総合戦略などを１年間かけて策定しますけれど

も、今回該当したメニューのほかにもあると思いますのでそれらを精査して平成２８年

度の新型交付金、どのような形になるかわかりませんけれども国や道とのやり取りで浜

中町として対象で載せていく事業を確定していきたいと思っております。その折に金額

的なものも地方創生の趣旨に則って検討したいと思っております。 

○議長（波岡玄智君） ３番鈴木議員。 

○３番（鈴木敏文君） ２点に亘ってご質問します。１点目は５３ページ職員研修に要

する経費の研修旅費５４万円の減ですが、どのような計画がされていてできなかったの

かということでお知らせいただきたいと思います。 

 もう１点は、８５ページ漁港整備に要する経費の丸山散布物揚場整備工事で２，５５

８万４，０００円の執行残ということで高額でありますので、詳細を教えていただけれ

ばと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） 歳出５３ページ職員研修に要する経費の研修旅費でござい

ます。２６年度当初予算では延べ３０人で２００万円の予算を計上しておりました。研

修の中身につきましては管理能力、指導能力、法令実務、クレーム対応、税務研修、自

己研鑽その他ということで２００万円でございます。実績ですけれども、金額的に見ま

すと１５９万１０円です。内訳でございますけれど管理能力で２名、指導能力で５名、

税務研修で４名、自己研鑽で５名、その他で１２名ということになってございます。ク

レーム対応と法令実務については対象者はおりませんでした。研修につきましては職員

にも周知して研修委員会も設置しておりまして、その中で対象の研修についてはしっか

り受講するよう周知しているところでございます。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（戸井洋典君） ８５ページ丸山散布の関係でございます。この事業の財源

は辺地債を当てておりまして、その配当が予算額どおりの配当となってございません。

辺地債見合い分だけの発注でございます。そういったことで今回の減額になったという



  

ことです。 

○議長（波岡玄智君） ３番鈴木議員。 

○３番（鈴木敏文君） 職員研修に関してクレーム対応の研修ができなかったとい認識

になろうと思いますが、研修を終えて関係する課で研修内容をどのように共有するのか

その点をお聞きします。 

 それと丸山散布の物揚場ですが辺地債の見合い分ということでありますが、今後の計

画に影響するものがあるのかないのかその辺を伺っておきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） お答えします。研修内容のフィードバックの件でございま

すが研修に行った方は必ず復命書を提出することになっております。それで総務課長、

関係課長は当然復命書を見ておりますし、研修委員会の中でもその点色々と議論してご

ざいますので研修成果をみんなで共有するという仕組みはできております。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） 丸山散布物揚場整備事業の関係でございます。先ほど

水産課長の方から辺地債の充当ということで答弁ありましたけれども、今年度ほかの事

業でも辺地債を利用する予定がありしたけれども、国の予算の関係で辺地債が十分活用

できなかったということがありました。全体事業については５か年計画で整備を進めて

おります。今後財源の確保を図りながら何とか計画期間内に事業を完成させていきたい

と考えているところでございます。 

○議長（波岡玄智君） １０番加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） １点目は地域住民生活等緊急支援事業費のなかで、漁業後継

者育成対策事業補助につて先ほど、６番議員の質問に答えた部分のほかに付け加えて質

問したいと思うのですが、１日５，０００円の１１０日分というのは年間６０万円ぐら

いになると思うんですがその根拠について説明して欲しいと思います。私は、この関係

でいえば商工業者の後継者へ向けての補助、それから水産関係のことで以前にも質問し

たと思うし農業関係の方からも、自分の家の後継者にも補助を出してくれということも

ありました。今回こういう形で進めてきたというのは大きな前進であると思うのですが、

こういう素晴らしい事業が町民に十分周知されていないというのがあります。たとえば

私は海岸地区を回っておりまして、どこの息子がどうしたこうしたとか言った事情につ

いては役場の職員より知っていると思います。琵琶瀬のだれだれがあるいは湯沸のだれ



  

だれが高校卒業して漁業を継ぐ話だとか、いったん浜中町を出て就職したけれど戻って

きて漁業をやるとかそういうことを聞いて本人と話をします。今回も、数年前に高校を

卒業して町外に転出した青年が返ってきて家の昆布を手伝うことになった。そういう所

に行って、今役場で漁業後継者に補助金を出す予算が審議されているんだけど、決まっ

たらどうするって聞いてみたところ積極的に利用したいとは言いませんでした。それは

実は４月に船舶の無線の資格を取るのに、釧路で試験があるのでそこで勉強して免許と

りたい。それから、今まで普通車の免許なら４トンまで運転できていたんだけれど道交

法が変わって２トンの免許をとらなければ運転できないんだということもあって、４月

５月の昆布始まる前にとらせようと思っているという親御さんの話もあります。こんな

ふうにＵターン者が戻ってきたときに、自分の子供をどうやって１人前の漁師にしてい

くのかということでは漁家でも色々と考えていると思うんです。それで今回こういう議

案が上がっているんだけどもあなたはどう思うかと聞いてみたところ、“迷うな”って

いってるんですよ。漁業研修所に行く子供たちは近所にもいるんですよ。行ってきた若

者の状況を見ていると漁業研修所っていうのは全道に漁業者の友達ができて、奥尻だと

か網走だとかで色んな漁種の漁をやっていて情報交換や交流もできる。そういった面で

はとってもいいという評価です。私は、議案でこういうものを出したならば町として相

談機関のようなものを立ち上げてもらいたいと思うのですが、たとえば霧高を卒業して

漁業に従事しようとする生徒がいれば、浜中町役場に水産関係の後継者相談員とかがい

て、色々アドバイスするとか。水産関係であれば水産課、商工関係であれば商工観光課、

農業後継者であれば農林課。それで学校を卒業して自分の稼業を継ぐんだという場合は、

まず役場に来て、農業漁業それぞれの補助制度などの紹介ができるような機関を作って

くれれば、Ｕターン者やＩターン者をもれなく迎えられるようになると思いますがその

辺のお考えを伺いたいと思います。 

 それから同じ５７ページの低所得者世帯等生活支援助成金の目的と対象者ですね。昨

年の反省に立って今年はどういうことを考えているか答えていただきたいと思います。 

 次に５９ページ扶助費の中の結婚祝金、出産祝金について、先ほど５万円の３０組。

出産祝金５万円の５０人分ということで計上されておりますが、この財源は今回の緊急

支援事業の財源だと思うんですがね、これは何年ぐらい続けることができるのかという

ことの説明をお願いします。 

次は、９９ページその他地域振興に要する経費の学習支援員賃金というのがあります



  

が、この支援員制度というのが、２６年度で結構なんですがどういうかたが支援員とし

て勤めていらっしゃるか小学校何人、中学校何人でどのようなことを支援するというよ

うになっているかですね、これの説明をお願いしたいと思います。 

同じページで扶助費です。学用品費、学校給食費、修学旅行費、その他学校活動費扶

助とあるのですがこれ全て総括りにすると就学援助金という名前で、給食費からその他

諸々扶助費として出ているものだと思います。残高が小学校で９１万８，０００円です

し中学校は２１５万８，０００円となっています。残高あるんですが私が、ある地域の

お母さんに聞きました。修学援助金受けてますか。受けてません。どうして受けないの。

申請したらダメでした。そういわないで、もう１回申請してごらんなさいと去年ですか

ね、いいました。申請書を持って私が一緒に行ってもう１度提出して、許可ならなかっ

たらあとで理由を言ってくださいということで行ってきました。やっぱり、旦那の収入

が多かったということでなりませんでした。今回学校管理職と話す機会がありましてあ

る中学校に行ったときに、何某の家庭の状況ってどうなってるんだろう。給食費を払っ

てもらえなくて困っているということでした。そこで私は無理だと思うよって言いまし

た。でもそれでは管理職の立場として困るとすれば、その生徒の自宅に直接行ってどう

したら給食費を払えるんだということで相談してはどうかとアドバイスしたところ、家

庭訪問には及び腰の様子でした。私の見たところその生徒の家庭は貧しいです。欠陥も

在ります。いい車持ってたり、そういうことってあるんですよ。でも子供には責任ない

んで、差し押さえという方法もどうかと考えたりしました。私はこういう場合ですね、

色々事情を聴いて指導すべきことは指導して、教育長や町長の判断でこの問題に決着を

つけていただければありがたいと思いますがいかがでしょうか。 

最後の質問は１０５ページです。高等学校の生徒スキルアップ補助です。多くの生徒

達はワープロの資格や色々な資格を取るのに受験をしています。お金を払って。ただし

もう１段高いレベルの試験に挑戦する場合は、町から補助を出しますというそういうこ

とを提案してやっていると思うんですが、その結果霧多布高校ではどんな成果が上げら

れたか、受験者数や合格者数の状況はどうだったのか。そしてまた新年度にはどういう

方向で取り組もうとしているのか、お答え願いたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（戸井洋典君） ５７ページの漁業後継者の関係でございます。根拠を示せ

ということでありますが、まず研修所の研修につきましては、昆布漁業者では昆布漁と



  

重なってなかなか行かせることができないのが実態でございます。そこで年間の昆布出

漁日数、棹前から盛昆布までですとおよそ３５日程度と見ることができます。その間、

仮に沖乗りを雇うとすれば、同程度の額になるという試算をもとにこの金額を設定させ

ていただきました。 

相談窓口の関係でございますが、制度の趣旨等は漁協を通じて周知させていいただい

ております。漁業者にとりましては漁協が身近な相談場所ということもありますので、

今後とも漁協を通じて制度周知を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（伊藤敦子君） ５７ページの低所得者等生活支援助成金についてお答

えいたします。まずこの助成金の目的でございますけれども、低所得者世帯の生活費の

一部を助成することによって当該世帯の負担の軽減を図ることを目的としております。 

対象者世帯については、７５歳以上の単身高齢者世帯及び７５歳以上の方と７０歳以上

の配偶者で構成されるご夫婦世帯、それと重度障がい者のいらっしゃる世帯、高校生ま

でのお子さんを育てているひとり親世帯、それから生活保護世帯、この中で非課税の世

帯ということになっております。これらの方々を対象として商品券１万円分を配布する

こととしております。といいますのは、プレミアム商品券販売事業では商品券を現金で

買わなければならないことになっておりますので、低所得者の方にとっては簡単にでき

ないのではないかということで、１万円の商品券を配布することといたしました。 

 それと、議員、昨年の反省といいましたが、これは新たな事業ですので２７年度から

の開始となります。昨年からの反省といいますと、この対象世帯はほとんど福祉灯油の

配布の世帯でありますけれど、２６年度の福祉灯油の対象世帯には生活保護世帯が入っ

ておりませんでしたけれども、２７年度からは生活保護世帯も加えておりますし、１万

円の商品券を配布する世帯には、当初から生活保護世帯を加えたという所が反省として

あげられるのかと思います。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（工藤吉治君） ９２ページの学習支援員についてのご質問にお答えします。 

１点目のどのような方が学習支援員をしているのかという点でありますが、基本的に

は教員資格のある方を雇用しております。小学校で１名、中学校で１名ということにな

っております。また、学習支援員の仕事内容でありますが基本的には特別支援学級の設

置のある学校、または通常学級においてＬＴ、発達障害となる児童生徒が在籍する学校、



  

または特別支援学級の未設置校で対象者が在籍する学校等になっております。これら先

生ひとりでは指導等が難しい場合について、教育委員会で学校に派遣しております。 

扶助費の関係でありますけれども、過去の議会でもご質問をいただいておりますが、

目的としましては、町で小中学校の児童生徒の保護者の経済的な負担の軽減を図り子供

たちが学校で楽しく学習できるよう、学用品や給食等の一部を負担する制度ということ

で就学援助を行う事業であります。この就学援助を受けられる要件がございます。基本

的には経済的な負担の補てんを目的とする制度でございます。新学期を迎えるこれから

の時期に各学校に制度の周知を図りますが、９項目の要件がございます。１点目は現在

公的保護を受けている方、又は公的保護を受けていたが停止または廃止により経済的に

困窮している方、又は町民税非課税世帯、国民年金や国民健康保険税の減免を受けてい

る方などの要件がございまして繰り返しになりますが、基本的には経済的に困窮する世

帯ということになります。 

続きまして高等学校のスキルアップの関係でございますけれども、実績についてお知

らせします。２６年度スキルアップ補助事業を活用して延べ８１名の生徒が１１種目の

試験に取り組みました。電卓能力検定試験、社会常識能力検定試験、書写技能検定試験、

日本語ワープロ試験、日本漢字能力試験、英語技能試験、実用数学試験、公務員模擬試

験、進研模擬試験等でございます。成果につきましては、高等学校といたしましてはこ

れらのスキルアップを活用していただき、進学・就職活動の手助けになればということ

で実施しているところでございます。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） ５９ページ結婚祝金、出産祝金の関係でございます。 

これにつきましては、２７年度から３１年までの５か年の地方版総合戦略を策定するこ

とになりますが、この事業については総合戦略の中に確りと位置づけをしてこれが認め

られるよう国にも要望してまいりたいと考えておりますし、当面この５か年の計画期間

中は実施していければと考えているところでございます。 

○議長（波岡玄智君） １０番加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） ２回目の質問に移ります。役場の職員は、漁家の家族状況ま

でわからないって言うけど、組合の方でも誰が帰ってきたなんて言うことは知らない場

合が多いんですよ。町がこういう事業をやるんだったら、役場に相談して家の漁業でも

農業でも継いだらいいんじゃないかって。補助金も用意しているみたいだしって。 



  

そういうことを組合と相談してやってもいいと思います。組合も協力してお金も出し

てくれて、この補助金と併せて支給するということにでもなれば一層いいと思います。

そういう後継者を受け入れる窓口を公の機関にセットしてもらうというのは、組合と行

政と協力して、帰ってきても部屋に埋もれることなく街の仕事にタッチするようなそう

いう道を開いてあげたらどうかな、と思いましての質問です。それからこれは１名分な

んですけど、こういういいことがあれば１人で済まなくて２人３人となることも考えら

れます。そういう場合でも対応できるのかどうか。それからしばらく都会に行っていた

けど、疲れて戻ってくるという人もおります。卒業してしばらくの間仕事をしていて、

退職し戻ってくる人もいます。こういう場合でも該当するのかどうかをお伺いしたいと

思います。 

次に支援員についてですが、各学校に１名ずついるのかなと思ったらそうではなくて

特別支援学級等あるところに配置されているとのことです。２つの学校に支援学級があ

るとすれば２つ学校を１人の人がいくということで理解しました。 

就学援助費についてはそういう詳しい要件等ありますので、厳密に審査してのことで

ありましょうが、特別にいきわたらないということであれば町が別の方法を考えてくれ

ると思うので回答はいりません。 

スキルアップ補助で就職などの手助けになったということでは、評価するということ

なんですが、８１名が受験したが皆さんが合格できたかどうか伺います。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（戸井洋典君） 現在１名ですけれど追加できるかという質問でございます。 

研修所に行くのには年１回の試験に合格することが条件であります。２月に合否が確定

いたしますので、いつでもいいというわけにはいきません。それから年齢の関係ですが

３０歳代の方でも行っている方はおりますので特に年齢制限はないと考えております。 

○議長（波岡玄智君） 高等学校事務長。 

○高等学校事務長（工藤吉治君） スキルアップ補助の合否の関係ですが、手元に資料

がありませんので後程お示ししたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（戸井洋典君） 後継者の関係で答弁漏れがありました。現在は１名ですが

希望者が２名３名おりましたら対応してまいりたいと考えております。 

○議長（波岡玄智君） ８番竹内議員。 



  

○８番竹内議員（竹内健児君） ５１ページ地域振興に要する経費の高齢者事業団作業

等の委託料ですが、この作業の内容はどういうものか、また委託料は減っているのか増

えているのか。 

 それから５７ページ地方バス路線に要する経費なんですが、これは地方バス路線の維

持対策補助というのが減額になっておりますが、この年だけなのかそれとも全体的にこ

の補助金が減ってきているのかお伺いしたいと思います。これについてはお年寄り方の

意見が色々出ているんですね。最近の新聞報道を見ていますと認知症と疑われる運転手

については検査をして、場合によっては運転免許証を返上してもらうという記事も出て

お年寄りは大変困っているそういう状況があるわけで、巡回バスは是非何とかしてもら

いたいなという声が出ております。 

 それから、今年は雪の量が多くて自分の家の玄関前が非常に滑りやすくなっている。 

ひとり暮らしのお年寄りは大変な状況にあってどこに相談したらいいのか。自分ではと

ても氷の排除まではできないんですというような相談も出てきているんです。そういう

面で高齢者事業団がそういう仕事をされているのであれば、こんなことにも活用できる

ものかと思いましてお聞きしたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） ５１ページの地域振興に要する経費の１３節委託料の

高齢者事業団の作業内容でございますが、道々霧多布１の通りの花壇の草取り作業にか

かわる予算計上であります。当初予算では２５万８，０００円の予算でありましたが地

域の方の一部お手伝いをいただきまして、今年度１２万７，０００円で終了できました。

新年度以降につきましては、一部自治会の方から１の通りの花壇整備の在り方について

再度検討する必要があるとのご提言をいただいておりますので、今後は各自治会とも協

議しながら作業を進めてまいりたいと考えているところでござまいす。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） 歳出５７ページの地方バス路線維持対策補助ですが、これ

につきましては釧路バスと根室交通に対する補助でございます。これにつきましては、

一時期予算が毎年増加していったという状況がありましたが、近年は予算計上しており

ます１，９００万円程度で落ち着いているところでございます。それと巡回バスのお話

をされておりましたが、このバスは毎週１回西円方面・姉別方面・東円方面それと厚陽

方面の４か所で巡回している状況でございます。 



  

○議長（波岡玄智君） ８番竹内議員。 

○８番竹内議員（竹内健児君） 花壇の整備ということで私が思っていた事業団の内容

と違っておりました。標茶町あたりの高齢者事業団では除雪だとか色んなことをやって

いるんですよね。そういう意味合いを持って聞いたんですが、そういうことでないとい

うことであればここの事業団の委託の内容は１の通りの花壇整備だけだということで

いいんでしょうか。そうしますと町全体で高齢者事業団が、たとえば除雪とか色々なサ

ポートをするというようなことはされていないということですか。もしされているとす

れば、先ほど言った除雪の問題や入口の氷の除去などに対応していただけるのかどうな

のかお聞きしたいと思います。 

 もう１点は、巡回バスのことではなく補正予算に載っているのは釧路バスのことだっ

たんですね。巡回バスが一部の地域だけ運航しているということですね。４地区は週１

回巡回しているけれどもそのほかのところは走っていないということでしょうか。高齢

化が進むと買い物に行くにしてもゆうゆに行くにしても、足がないと困るとの訴えが最

近出てきております。スクラム２１にゲートボールをしに行くにしても、今までは乗合

で行くという状況でした。先日、自分の家の前で迎えに来た車に乗るときに滑って２週

間ぐらい入院するという事故が起きました。このように高齢者の日常生活にかかわる問

題が出てきていると思うんです。近所の人達が注意しながら安否確認したり除雪をした

りしているんですが、日常生活に事欠いているというような事態も生まれているのが実

態です。それで、介護サービスを受けるにしても、介護タクシーを呼ぶにしても一定の

条件があるわけですからなかなかうまくいかないということもあったりして、そういう

点での町としての対応はどのようになっているかお聞きしたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長 

○福祉保健課長（伊藤敦子君） 除雪サービスのことについてお答えします。町として

高齢者事業団に年間３０万円で高齢者世帯の除雪サービスを委託しております。件数が

増加しているかという件ですが、年々増加傾向にあります。利用は無料で相談窓口は福

祉保健課福祉係です。ただし、議員おっしゃいました氷の除去などは別作業ですので除

雪サービスとしての対応は困難だと思うのですが、個別作業として事業団に直接お願い

してみる方法はあると思います。それと生活支援についてですが、浜中町におきまして

は自立している方につきましても必要があれば送迎サービスを提供しております。これ

は福祉保健課内の包括支援センターに相談していただければ、ひとり暮らしとか日中ご



  

家族がいないとかという方には、医療機関や買い物への送迎サービスを行っております

し、介護認定を受けていなくても一人暮らしの家庭に家事援助で入ったりするサービス

もありますので、そういう方がいらっしゃいましたら福祉保健課の包括支援センターに

相談をしていただければと思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長 

○総務課長（佐藤佳信君） 巡回バスの件でございます。巡回バスは、公共交通機関が

ない地区について、週１回ゆうゆを通過点として巡回しております。 

○議長（波岡玄智君） ５番成田議員。 

○５番成田議員（成田良男君） ３点についてご質問します。５７ページプレミアム商

品券発行事業補助についてでございますが、２７年度はいつ販売するのか答弁をお願い

します。また今回は、従来のプレミアム率２０パーセントから３０パーセントに上げて

の販売ということですが、特別な販売方法などお考えがあればお答えいただきたいと思

います。 

 次に、５９ページ扶助費の保育所保育料扶助でございますけれども、過去の議会で自

分は保育料の無償化を主張しましたが、今回は無償ということではなく２０パーセント

の扶助ということで地域住民生活等支援事業の中で検討していただいての導入という

ことで関係者は喜んでいることと思います。へき地保育所の保育料は定額で金額もわか

りますが、常設の場合所得によって保育料が決まるわけですけれども４月から直ぐに実

施できるのかその点をお聞きしたいと思います。 

 ９１ページ土木費の既存住宅耐震改修費補助でございますけれど、６０万円の減額と

いうことですけれども２６年度に実績はあるのか、近年この補助金を使って改修した例

はあるのかまた改修が必要な住宅がどのぐらいあるのか、また２７年度の新たな事業と

して安心住まいる事業がありますけれども補助対象の範囲はどのようになっているか

お聞きします。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（海道政俊君） ５７ページのプレミアム商品券発行事業補助につきま

しては、企画財政課長の説明もありましたが６，０００冊で３０パーセントのプレミア

ムを付けるということであります。販売開始は４月１３日月曜日午前１０時から午後６

時までを予定しております。販売場所は商工会、茶内コミュニティーセンター、浜中農

村環境改善センター、漁村センター、姉別農村環境改善センターとなっております。４



  

月１４日から１８日土曜日まで、全５地区で霧多布地区は商工会、茶内地区は畠山金物

店、浜中地区は佐々木商店、散布地区が鈴木商店、姉別地区は小西商店において各商店

の営業時間に限り販売していただきます。それと４月２０日月曜日から２５日までの午

前９時から午後６時まで商工会で販売します。それと購入方法は従来窓口で記名しても

らっての販売でしたが、今回はチラシに購入券のようなものを付けて自治会配布として

各家庭に配布したいと考えております。 

○議長（波岡玄智君） 保育所長。 

○保育所長（山口ひとみ君） ５９ページ保育料扶助についてお答えいたします。保育

料については、一度納入していただいた後に返金する形をとることになります。返金の

回数、タイミングについては今後において検討してまいります。対象は４月以降の保育

料についてであります。 

○議長（波岡玄智君） 建設課長。 

○建設課長（中川亮君） ９１ページ既存住宅耐震改修費補助の実績ですけれども、２

６年はありませんしここ数年もありません。安心住まいる助成金と両方受けられるのか

というご質問ですけれども、あくまで耐震改修は耐震に関しての補助、安心住まいるは

耐震以外の改修にあてられる補助ということでありますので競合することはないもの

と考えております。対象戸数につきましては相当数あるもの考えられますが把握はして

ございません。 

○議長（波岡玄智君） ５番成田議員。 

○５番成田議員（成田良雄君） プレミアム商品券については３０パーセントのプレミ

アムということで早い時期に完売になるのかと思いますが、多くの町民が購入できる仕

組みとしていただきたいと思います。 

 保育料の扶助でございますけれども、できれば返金でなく最初から２０パーセント引

いた金額で納入していただくのが理想かなと思いますので可能かどうかもう一度答弁

願います。 

 既存住宅耐震改修費補助の関係でございますけれど、近年実績がないということであ

りますが、大地震から住民の命を守るためにも是非推進していただきたい事業であると

考えますし、地元の業者を利用することで経済が循環します。そういうことも含めまし

て今後どのような方法で耐震改修を推進していくか答弁をお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 保育所長。 



  

○保育所長（山口ひとみ君） 保育料についてお答えいたします。５番議員の言うこと

はよく理解できます。今のところは全額納入してからという方法で行きたいと思います

が、今後どのような方法がとれるかの詳細について検討していきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 建設課長。 

○建設課長（中川亮君） 耐震改修補助は国費が入っております。確かに住民の命を守

るうえで大切な事業ではありますが国費が入っているということで厳しい条件も多く

ございます。地震に強い町づくり、これは住宅についてもいえることでありますので極

力住民周知を図って１件でも多く耐震改修していただけるよう取り組んでまいりたい

と考えてございます。 

○議長（波岡玄智君） １１番鈴木議員。 

○１１番鈴木議員（鈴木誠君） ６３ページ民生費社会福祉総務費の中の臨時福祉給付

金５６７万５千円が減額となっております。これは申請があって給付する制度であった

と思いますけれども、併せて６９ページの子育て世代臨時特別給付金１３１万円が減額

になっております。これは申請対象者がありながら申請がなかったととらえていいの

か、臨時福祉給付金についてはかなりの額になっておりますのでその内容についてお答

え願います。 

 ７９ページ青年就農給付金事業補助２２５万円。これについては説明が理解できなか

ったものですから、その内容について説明をいただきたいのですが１２月定例会では減

額補正があったと思うのですが、対象者が新たに出たということなのか２７年度分だと

思いますがその点についてもご説明をお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（伊藤敦子君） ６３ページの臨時福祉給付金、６９ページの子育て世

代臨時特例給付金についてお答えします。まず臨時福祉給付金ですが、当初予算では１

１００人程度の対象者を見込んでおりましたけれども、これは国の示した計算式に基づ

きまして算出した人数でございます。対象者は高齢者世帯が多いのでほとんどが１万

５，０００円の加算世帯にあたるものとして予算化しておりましたが、申請した方が今

回９２８名で不支給となった方が１３１名でした。決定した方が７９７名、そのうち加

算された方が５７１名ということでございまして予算より少なかったということと、申

請された方が少なかったのではないかということですけれども、対象者はほぼ申請され

ていたと思っております。 



  

 子育て世帯臨時特例給付金につきましては、予算は８４６人分でしたが申請は７６４

人分で、決定したのが７１５人。不支給は４９人にということでございます。当初予算

との乖離の原因ですけれども、所得要件に合致しない方が予想以上におりまして申請も

少なかったし不支給になった方も割と多かったということでございます。予算は全員分

の計上でありましたが、この中で臨時福祉給付金の対象になったのが約８０名いたとい

うことも原因の一つでございます。また、臨時福祉給付金とのダブル支給はございませ

んので、こちらの対象者になったけれども臨時福祉給付金の対象になったことで外れた

ということで今回の減額になったということであります。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（藤山巧君） ７９ページの青年給付金事業補助の追加分についてです。昨

年１２月に減額補正しておりますが、２７年対象者分について２６年度において前倒し

給付の要望に基づく補正であります。対象者の関係ですが、あくまで２６年度において

支給対象となられた方２名について、国の支給決定に基づくものであります。支給金額

ですが、２６年４月から６月支給対象者については年額の１５０万円、７月から９月支

給対象者につきましては半年分の７５万円ということで合計２２５万円となり、これを

３月末まで支給することでの補正であります。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。１番田甫議員。 

○１番田甫議員（田甫哲朗君） ３３ページ常設保育所保育料２００万円の追加となっ

ておりますけれど、たぶん児童数の増加に伴うものだと思いますが茶内、霧多布の内訳

を教えてください。 

 それと４９ページその他一般行政に要する経費の弁護士費用です。これは元霧高教師

の裁判費用にかかるものだと思うのですがその確認をしたいと思います。それと今回和

解案が示されるのではないかという見解も示されましたけれども、その経緯についてお

知らせください。 

 ５７ページ地域住民等緊急生活支援事業ですが、地域創生先行型がほとんどの内容か

と思います。プレミアム商品券と低所得者世帯等生活支援助成金以外はほぼこれだと思

うんですけれど、５か年の計画を立てて予算措置する方向付けだと思いますが、この事

業について効果的であったという結果を出すためには、もう少し絞り込んだ方がより効

果が出るような気がします。どれもこれも確かにいいとは思うのですが、果たしてこれ

で目指すところの効果が得られるのか不安です。ひいて言えば人口減少に対する問題、



  

イコール後継者問題、イコール結婚支援まで行くと思うんですけれどそのあたりに重点

を置いた事業を組んだらいかがかなと思いますので見解をお伺いします。 

 ９５ページ防災行政無線に要する経費の無線電波使用料で１０万５，０００円の減額

になっております。昨年度この項目での減額はなかったように記憶しているんですが、

これは当初２３万９，０００円の予算であったと思います。使用回数などによって使用

料が違うことによるものなのか、そのあたりを示していただきたいと思います。 

 ９９ページ中学校管理運営に要する経費の旅費２０万円減額となっております。 

 当初予算では２３万２，０００円が計上されていて、６月で１５万６，０００円追加

になってさらに、今回２０万円が執行残で減額になるというそのあたりがわからないの

で確認したいと思います。 

もう１点は１０３ページ高校管理運営に要する経費の工事請負費６０万９，０００円

が減額になっております。これは９９７万円で教員住宅１棟４戸の改修というふうに当

初予算ではなっておりますが、この減額となった要因を教えていていただきたいと思い

ます。 

○議長（波岡玄智君） 保育所長。 

○保育所長（山口ひとみ君） ３３ページの保育料のご質問にお答えします。当初両保

育所で１１０名を見込んでおりましたが、１２月末の段階で１２３名の在籍となりまし

たのでその分の追加です。当初霧多布保育所は６２名、茶内保育所は４８名で予算化し

ましたが現状霧多布保育所は６１名、茶内保育所が６３名です。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） 歳出４９ページの弁護士報償でございます。これにつきま

しては昨年９月７８万６，０００円を補正していただきました。内容については、議員

お説のとおり霧高教師の裁判にかかる経費でございますけれども今回金額が固まりま

したので実績による減額ということでございます。 

○議長（波岡玄智君） 教育委員会管理課長。 

○管理課長（工藤吉治君） 裁判にかかる和解の件でありますけれど、今回札幌高等裁

判所による和解案の提示はありませんでした。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） ５７ページ地域住民生活等緊急支援対策事業の件でご

ざいます。これにつきましては、平成２７年度の前倒しというか２６年度執行の地方創



  

生先行型事業、それと地域消費喚起生活支援型事業が緊急的に実施するべき事業という

ことで２本の交付金が入ってきております。ご提言がありました事業の選定の関係であ

りますけれども、先行型の事業ではＵＩＪターンの助成、仕事支援事業、新たな創業に

対する支援、観光振興対策、多世代交流、消費化対策などの項目の中から今回補正させ

ていただきました保育料扶助、結婚祝い金については少子化対策事業ということで国の

同意のもとで始めた事業でございますし、２７年度に作成する５か年の計画の中には議

員ご提案の事業も模索しながらこの交付金を活用してまいりたいと考えているところ

でございます。今回は前倒し分ということで交付されておりますが、この交付金は平成

２８年度からは新たに交付金事業というものになります。これと併せまして新聞等で報

道されておりますとおり２７年度におきましては１兆円を地方交付税という形で、地域

の人口、高齢者の数、生産状況等々勘案して措置される予定でございます。２８年度か

らの交付金事業を活用するための新たな地方版総合戦略の計画を２７年度中に策定し

ていくということでございますけど、その中で、繰り返しになりますが事業選定につい

て十分検討してまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（小原康夫君） 防災行政無線に要する経費の中の防災無線電波使用料

についてお答えします。当初予算計上時は、単価が１局あたり３万１，８００円という

ことで１５局分でございますが、地方公共団体は２分の１となり２３万８，５００円で

２３万９，０００円を予算化しております。それが１０月１日に電波法の一部改正があ

りまして、固定局分のアンサーバック機能付きという子局があるのですが、その部分の

単価が１，１００円ということになりました。それで再計算して３万８，１００円の固

定局が７局の２分の１で１３万３，３５０円。１，１００円の子局が８局の２分の１で

４，４００円となり、合計で１３万７，７５０円となりますので差引１０万１，０００

円の減額ということであります。 

○議長（波岡玄智君） 教育委員会管理課長。 

○管理課長（工藤吉治君） ９９ページの旅費の減額についてお答えします。議員お説

のとおり補正予算を計上させていただいておりますが、これは霧多布中学校耐震化工事

にかかわる実績報告等の予算計上でありましたが、北海道防衛局の担当者が本町に現地

調査に来た折に実績報告にかかる書類審査等をしていただいたということで、そのこと

による減額ということであります。 



  

 １０３ページ高校管理運営に要する経費の工事請負費の６０万５，０００円の増額で

ありますけれども、昨年１２月１７日に発生しました低気圧による暴風雨で停電とな

り、そのことで霧多布高等学校の電話基盤等が破損したことによる電話基盤、電話機等

の取り換え工事にかかる予算計上でありますのでご理解願います。 

○議長（波岡玄智君） １番田甫議員。 

○１番田甫議員（田甫哲朗君） 工事請負費の増額の件ですが、当初予算とは関係なく

新たに発生したものということで理解しました。 

旅費ですが、防衛庁の担当者が来町する折に本来であれば出張して処理しなければな

らない実績報告が、その場で済まされたことによってこれだけの減額になったというこ

とで理解します。 

防災無線ですが、２７年度からは減額された額の予算計上ということでよろしいかど

うか確認します。 

地域住民生活等緊急支援事業の事業選定については、事業効果が見えるようなものを

集中的に選定していただければと思います。 

裁判の関係ですが、最高裁に上告するということになりますと新たに弁護士費用がか

かると思いますが、この最高裁の結審をもって終わりだと思うのですがそれにかかる費

用がどのくらいになるか見込みで結構ですのでお知らせいただきたいと思います。 

保育料に関してですが、現在茶内が６３人、霧多布が６１人ということでありますけ

れども、２７年度の入所申込み数がどのようになっているか現在わかっている範囲でお

答えください。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（工藤吉治君） 弁護士報酬に関して教育委員会の方からお答えいたします。

今回の件につきましては、平成２０年１月にありました事件にかかわる裁判費用であり

ます。教育長の行政報告の中でも申しておりますとおり、最高裁で上告されたものを受

理するか不受理にするかということがあります。万が一不受理になった場合は、札幌高

等裁判所の判決が優先されますので結審となります。この場合は、弁護士に成功報酬を

払うことになります。金額は５０万円程度と考えております。もし、最高裁が上告を受

理した場合は新たな裁判が始まることになりますので、更なる着手金、結審の場合の成

功報酬と弁護士が東京まで行く旅費等の負担があると考えておりまして、金額は教育委

員会では約１００万円ということで考えております。 



  

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（小原康夫君） 防災行政無線の電波使用料の件ですけれども、平成２

７年度におきましては新単価で計上しておりまして、予算額は１３万８，０００円とな

っております。 

○議長（波岡玄智君） 保育所長。 

○保育所長（山口ひとみ君） 平成２７年度の入所予定児童についてお答えいたします。

茶内が５５名、霧多布は５３名と記憶しております。 

○議長（波岡玄智君） 他に質疑ありませんか。 

これで質疑を終わります。 

 これから議案第１号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１０ 議案第２号平成２６年度浜中町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号） 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１０ 議案第２号を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第２号平成２６年度浜中町国民健康保険特別会計補正予算第

３号について、提案の理由をご説明申し上げます。 

 この度の補正につきましては、年度末に当たり事業費の確定に伴う補正や、保険給付

費、国民健康保険税、国庫支出金の決算見込みに基づくもので、収支の均衡を図るため

に一般会計繰入金など今後必要とされる予算の補正をお願いしようとするものです。 



  

 補正の主な内容を申し上げますと、歳出１款・総務費で、経常経費など４９万２，０

００円の減額補正。 

２款・保険給付費では、医療費等の実績見込みにより療養諸費で３,３７２万３，０

００円、高額療養費８１７万７，０００円、出産育児諸費４６２万２，０００円を減額

するなど、全体で４,６５２万２，０００円の減額補正。 

６款・共同事業拠出金では、高額医療費共同事業医療費拠出金８２２万７，０００円、

保険財政共同安定化事業拠出金６７０万７，０００円の減額、全体で１,４９３万４，

０００円の減額補正。 

７款・保健事業費では、保健事業費４９万７，０００円追加、特定健康診査等事業費

６０万円減額、全体で１０万３，０００円の減額補正。 

８款・諸支出金では、平成２５年度国庫負担金補助等返還金６８６万６，０００円を

追加。 

９款・予備費では、３２８万７，０００円の減額。 

以上により、今回の補正額は、５,８４７万２，０００円の減額となります。 

 一方、歳入につきましては、１款・国民健康保険税は、１９４万９，０００円の追加

で、一般被保険者国民健康保険税など最終収納見込みにより計上。 

２款・国庫支出金では、変更申請による交付見込みにより、国庫負担金８２８万１，

０００円、国庫補助金４,３９５万６，０００円の減額、全体では５,２２３万７，００

０円の減額補正。 

３款、療養給付費等交付金１３７万５，０００円の追加は、社会保険診療報酬支払基

金からの交付額を計上。 

５款・道支出金では、高額医療費共同事業負担金ほかで、２０１万８，０００円を減

額、道補助金で財政調整交付金の実績見込み１,２１３万５，０００円を減額、全体で

は、１,４１５万３，０００円を減額補正。 

６款・共同事業交付金で、共同事業交付金８０１万３，０００円減額、保険財政共同

安定化事業交付金４２８万７，０００円を追加は、いずれも国保連合会からの確定通知

に基づく計上、全体で３７２万６，０００円の減額補正。 

８款・繰入金では、法定繰入分である保険基盤安定繰入金軽減分１３７万２，０００

円減額、保険基盤安定繰入金支援分５万２，０００円追加、出産育児一時金繰入金３０

８万円減額、歳入歳出の均衡を図るための予算措置として、その他繰入金１,０００万



  

円追加、財政安定化支援事業繰入金１５７万４，０００円追加、全体では７１７万４，

０００円追加しようとするものであります。 

９款・繰越金８０万７，０００円は、前年度剰余金の追加。 

１０款・諸収入３３万９，０００円の追加は、健康診査等負担金などの実績見込みに

よるものであります。 

この結果、補正後の歳入歳出の総額は、１２億２万１，０００円となります。 

 なお、本補正予算につきましては、２月２３日開催の国保運営協議会に諮問し、答申

をいただいております。 

 以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） この際、暫時休憩します。 

（休憩 午後３時０３分） 

（再開 午後３時３３分） 

○議長（波岡玄智君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これから議案第２号の質疑を行います。７番川村議員。 

○７番（川村義春君） １２５ページ出産育児一時金の繰入金、それからその他繰入金、

財政安定化支援事業繰入金の３点についてお聞きをしていきたいと思います。まず出産

育児一時金ですけれども、３０８万円の減ということは当初予算が８４０万円で一人当

たり４２万円の３分の２の助成ということですから、逆算していきますと１９人の誕生

と、当初では３０人分の予算計上だったのかなというふう思っておりますけれども、１

１人見込み減になっていると思います。それで、浜中町は一次産業の町であります。典

型的な一次産業です。それで国保加入者が殆どだということで１年間に一次産業に従事

する世帯から１９人しか子どもが生まれていないというのは、今後の浜中町の一次産業

を振興する上で非常に大変な時代を迎えるなと思っております。そこでこれは事務的な

話でなくて先ほど地方創生絡みで地方創生先行型というのがありましたけれども、あの

先行型に準ずると思うのですが、２７年度中に策定する戦略の中に私は婚活事業を是非

取り入れていくべきだなというふうに思っているんです。それは１２月定例議会でも若

干申し上げましたけれども、本当に一次産業で１９人しか生まれないという実態をどう

見るかということだと思うのです。これは漁業も農業も含めての話ですからこれは本当

に憂慮すべきことだなと思っている訳です。それで、昨年議会総務経済常任委員会で長



  

崎県嬉野市、松浦市を視察してきました。それについても議会において委員長から報告

をしたところでありますけれども、是非婚活の登録者名簿を作るとかそういった部分で

是非取り組んで、そういった専門職の嘱託職員を入れるとかそういった部分を是非地方

創生の戦略の中で取り組んでいけないものか。この辺の考え方をこの出産育児一時金に

絡めてお聞きをしたいと思います。それからその他繰入金ですけれども、当初予算では

３，５００万円、これが激変緩和分ということで、減税対策として組まれたものです。

これに今１，０００万円の追加ということで、歳入歳出の均衡図るということでの提案

がありました。これについては国保運営協議会で議論されている話ですから多くは言い

ませんけれども、この１，０００万円財源調整に関してですけれども、例えば、保険給

付事業が増えたと、それで減税財源に充てていたけれども、歳入で国保税が思うように

取れなかった、それの為の補てんということになれば実質的な激変緩和の減税財源に回

ったというふうに思われがちですが、そういうことではないということであれば、その

旨お答えいただきたいと思います。それから、財政安定化支援事業の繰入金ですけれど

も、これの内容についてお聞かせいただきたいのですけれども、浜中町は高齢者が多く

て医療費が高いという事の補てんだというふうにお聞きしましたけれども、歳出財源こ

れの１５７万４，０００円については、歳出に保険給付事業に充てられているのかある

いは、高額療養費に入れられているのか財源がどれに充てられているか見えてこない訳

ですけれどもその辺、どういうふうに充てられているのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） ただいまの７番議員からの一般会計からの繰入金の３点で

すね。出産育児一時金の繰入金の関係についてまずお話したいと思います。議員おっし

ゃるとおり当初３０件で見込んでおりました。これが１９件ということで、決算見込み

では１９件となっております。４２万円の３分の２の１１件分という形になりますので

この分が減額という形になっております。それとその下のその他繰入金のお話ですけれ

ども、６月の定例議会の補正、条例等の改正の部分ですけれども、この中で税の急激な

負担増ということで激変緩和措置ということで、要は３，５００万円を減税財源に充て

るという事で、お話させていただいています。この部分については当初賦課の段階で３，

５００万円を減税財源として保険税の減額に充てております。この度の１，０００万円

につきましては、その後、医療費のその際も少しお話させていただきましたけれども、

決算状況ですね、今回決算に基づく補正ということですけれども、まず、保険給付費の



  

部分でいくと、歳出の方で見ていただければ、保険給付費全体では４，６５２万２，０

００円の減少という形にはなっております。ただ、これに付随する歳入国庫支出金は、

歳出に基づいて減額されます。ルール分で行きますと国庫負担金の分については、療養

給付費交付金で３２％が負担金として交付されておりますので、この分は当然減ってき

ます。それとその他の部分で言いますと、国の調整交付金とか普通調整交付金と特別調

整交付金というのがあるのですけれども、こちらの方も医療費に引っ張られる分で減額

する分と、あと所得の状況ですね。前年の所得の状況等に応じて実際に付加できる額が

確定した段階で決まってくるというルールがありまして当初見込んでいた６月見込ん

でいた額より大幅に下がっています。要は掛かった経費が少なくなったものですから、

それに基づく所得がある程度あるということで、財政的な負担が減っているという判断

を国の中でされてそれで普通調整交付金は減りました。それともう１点、特別調整交付

金ですけれども、実際特別という形で交付されるものがあるんですけど、これが大幅に

当初見込みより６月で見込んでたものが大幅に減少しまして、国のベースでも下がって

いますけれども、国の調整交付金の分でいきますと、特別調整交付金全体で１，２１９

万４，０００円減額になっています。それと道の調整交付金の方も下がっている部分が

ありますので、これについては特別事情の部分で本町の事情等があまり国なり道のには

加味されなかったという形になって減額になっております。総体でいうと、医療費の減

額以上に収入の減が少し大きかったというとこが１番大きいです。そのことで歳入欠陥

が出まして、予算を組む上で均衡を図る上でこの１，０００万円がなければ赤字になっ

てしまうと言うことですので、とりあえず１，０００万円措置させていただきましたけ

れども、予備費等もあります。医療費もあと２ヵ月ありますので、その中で何とか医療

費については予算内で納まるというふうに見込んでおりますので、幾らでも少なくなれ

ばその分は財源としては出てきます。歳入の部分ですけれども、税の方も頑張ってもら

っていますので一応９６．５％の収納率で現年分については見ています。予算の方は既

に確保できるんじゃないかなと思っておりますけれども、今後またますます担当課含め

て収納対策に努めていきたいと思いますので、そういった部分で何とか最終的にはこの

１，０００万円が予算措置だけで終わって未執行になれば良いかなと担当では思ってお

ります。それと最後の財政安定化支援事業繰入金の関係ですけれども、これについては

保険者の責めに帰することができない特別事情分ということで、先ほど議員おっしゃら

れたとおり標準的な保険者に比べて高齢者の割合が高いなどの理由によって、それによ



  

ってその他の医療費が増えたりします。それを税に求めなければなりませんのでそれに

対して一般会計から支援事業という形で出します。これについては地方交付税で措置さ

れておりますので、これはルール分という形になっております。国の方では１，０００

億円を財源として各保険者に交付しております。その他の部分では例えばベッド数が多

いとかそういった場合にも交付されるようです。所得水準が低いことによって税が賦課

できないかという、そういった部分での支援ということと３点のようですが、浜中町の

場合は高齢者が多いので、医療費が掛かるので負担に対する支援ということで１５７万

４，０００円が繰入れになっております。繰入れの中身については以上３項目です。よ

ろしくお願いします。 

財源につきましては基本的に先ほど医療費の話をしましたけれども、給付費に充てる

分ですので、この医療費の対象が６０歳から７４歳に対しての分ですのでこれについて

保険給付費の一般被保険者の分の財源に出ています。今回減の分もありますので中身で

プラマイあるので増えた形にはなっていませんけれども、一応こちらに充てさせていた

だいておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 婚活関連でいいですか。これは行政的な課題ということであれ

ば町長か副町長が言わなければいけないことだと思うのですが、いいですか。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） ただいま議員の方からご提案がありました婚活事業で

ございます。これにつきましては、特に人口減少問題や後継者問題と直結する事業とし

て捉えております。今後策定される総合戦略の中でも十分に検討して行きたいなという

ふうなことで考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 副町長。 

○副町長（松本賢君） 只今の部分につきましては、この創生本部で論点がありまして、

そのうちの重要な地方への新しい人の流れをつくるとか、仕事を作って安心して働ける

ようにするだとか、その次に若い世代の結婚、そして出産、子育て、このようなことが

論点として挙げられましたので、まさに重要な部分であるとは思っておりますますので

課長が申し上げましたようにこれから、総合戦略を策定する段階で俎上に上げて十分に

検討していきたいとこのように思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） ７番川村議員。 

○７番（川村義春君） 今の出産育児一時金にかかわっての婚活事業の関係です。事務



  

的な話は町民課長から聞きましたので了解しました。今副町長それから企画財政課長か

らも話がありましたように婚活事業については、本当に浜中町の一次産業を将来どうす

るかという大きな問題になってくると思いますので、２７年度中に策定する総合戦略の

中でがっちり揉んで欲しいなとこのように思っておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。これについての答弁は必要ございません。是非そういうことで前向きに取

り組んでいただきたいと思います。それと２点目、その他繰入の関係ですけれども、詳

しく町民課長から説明を頂いてよく理解した訳であります。要は歳出の療養給付費が、

思った以上に掛かっていなかったと、それに伴って歳入で見込む調整交付金が少なくな

ったと言うことでそれの補てんだということですから、減税財源には回っていないとい

うことで、私は理解しましたのでそれで良いのがどうか、もう一度確認をしたいと思い

ます。それと最後の財政安定化支援事業の繰入金については、そのとおりだというお答

えをいただきましたので理解をいたしました。その１点だけお願いしたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） その他繰入に関する再質問ですけれども、最初にお話した

とおり６月の議会で３，５００万円、激変緩和という形で保険税の減税財源という形で

充てております。これはあくまで賦課の時にやっておりまして、皆さんにご負担をいた

だく金額を決めてしまっていますので、これから増税するとか後から減額するとかとい

う形にはなりません。あくまでも、この１，０００万円というのは収支の均衡を図る上

ということで、最終的に決算で赤字になりそうだという時の為に確保させていただくと

いうことですのでご理解をいただければと思います。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

１番田甫議員。 

○１番（田甫哲朗君） 若干ダブりますけれども、出産育児金ですけれども、ほぼ７番

議員への答弁で理解はしたのですけれども、広報はまなかの出生欄で拾った数なのでは

っきりしたものではありませんけれども、農業と漁業というふうに分けた場合に農村地

区での出生者数というのは、おそらく１３～４名くらいになっているのかなと思うので

す。それに反して漁業者の出生者がやはり少ないと、これは相当危機的な状況なんだと

いうふうに僕は捉えるんです。そこら辺を水産課長でも宜しいですし今後今の状況をど

う捉えてこれからの戦略に、どう反映していくのかという辺りの答えがいただければと

思います。 



  

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（戸井洋典君） お答え致します。漁業者サイドの出生者数は押さえており

ません。ただ先ほども企画財政課長の方から答弁ありましたように、総合戦略を策定す

る段階では重要な案件であると思いますので、十分検討して参りたいと思っております。

以上です。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）これで質疑を終わります。 

これから、議案第２号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１１ 議案第３号平成２６年度浜中町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１１ 議案第３号を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第３号平成２６年度浜中町後期高齢者医療特別会計補正予算

第１号について、提案の理由をご説明申し上げます。この度の補正につきましては、年

度末に当たり決算見込みに基づく補正で後期高齢者医療広域連合納付金、保険料、繰入

金、繰越金など必要な予算の補正をお願いしようとするものです。補正の内容につきま

しては、歳出１款総務費では、一般会計繰出金４万５，０００円を追加し、今後の支出

見込みによる減額など、全体で２３万円の減額補正。 



  

２款後期高齢者医療広域連合納付金では、実績見込みにより２４８万５，０００円を

追加。以上により、今回の補正額は２２２万５，０００円となります。 

一方、歳入につきましては、１款後期高齢者医療保険料は最終収納見込みにより、特 

別徴収保険料で３１万９，０００円の減額。普通徴収保険料現年度分３０７万２，００

０円、滞納繰越分１０万２，０００円を追加。全体で２８５万５，０００円の追加。 

２款広域連合支出金は高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金を４万４，０００円増

額。 

３款繰入金では、保険基盤安定繰入金１万３，０００円、事務費繰入金１６８万円の

減額、 

全体で１６９万３，０００円を減額。 

４款繰越金は、前年度決算剰余金１０４万９，０００円を追加するものであります。 

この結果、補正後の歳入歳出の総額は、６，６５２万２，０００円となり、今年度の

後期高齢者医療特別会計は、ほぼ予算の範囲内で決算できる見込みであります。以上提

案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（波岡玄智君） これから、議案第３号の質疑を行います。 

歳入歳出一括して行います。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

 これから、議案第３号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 



  

◎日程第１２ 議案第４号平成２６年度浜中町介護保険特別会計補正予算（第４号）

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１２ 議案第４号を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第４号平成２６年度浜中町介護保険特別会計補正予算第４号

について提案の理由をご説明申し上げます。 

この度の補正は、今年度の介護給付費等の支出見込みにより、今後必要とされる経費

の追加及び減額について補正をお願いするものであります。補正の内容を申し上げます

と、歳出１款総務費１項総務管理費１目一般管理費では、介護保険推進に要する経費で、

介護保険システム改修に係る道自治体システム協議会負担金として４８万６，０００円

を追加。 

２款保険給付費の補正は、いずれも利用者見込みによるもので、１項介護サービス等

諸費１目居宅介護サービス給付費では、居宅介護サービス等給付に要する経費で、介護

予防サービス機関に対する介護報酬１７２万８，０００円を減額。居宅介護福祉用具購

入に要する経費で２０万円を減額。居宅介護住宅改修に要する経費で居宅介護住宅改修

費支給６７万円を減額。２目地域密着型介護サービス給付費では、地域密着型介護サー

ビス機関に対する介護報酬２１４万８，０００円を減額。３目施設介護サービス給付費

施設介護サービス給付に要する経費で、介護保険施設に対する介護報酬１，２６７万６，

０００円を減額。４目居宅介護サービス計画給付費では、居宅介護サービス計画に要す

る経費で、居宅介護サービス計画作成に対する介護報酬８４万円。介護予防サービス計

画作成に対する介護報酬１６万円を追加。２項高額介護サービス等費２目高額医療合算

介護サービス等費では、高額医療費合算介護サービスに要する経費で、高額医療合算介

護サービス費２１２万２，０００円を追加。３項特定入所者介護サービス等費１目特定

入所者介護サービス費では、特定入所者介護サービスに要する経費で、特定入所者介護

サービス機関に対する介護報酬１７２万９，０００円を減額。特定入所者介護予防サー

ビス機関に対する介護報酬２万円を追加。３款地域支援事業費１項介護予防事業費１目

一次予防事業費では一次予防事業に要する経費７節賃金は通勤手当の増額により臨時

雇い上げ賃金５万円を追加。１１節需用費燃料費は実績により５万円を減額。２目二次



  

予防事業費では、二次予防事業に要する経費で、１３節委託料介護予防支援委託料は、

利用者の見込み減により１７万５，０００円を減額。１４節使用料及び賃借料コピー借

り上げ料は、補助事務費の組換えにより１７万５，０００円を追加。２項包括的支援事

業任意事業費１目包括的支援事業費では、包括的支援事業に要する経費で７節賃金は、

介護福祉士賃金９万円を追加。１１節事業費消耗品は実績見込みにより９万円を減額。

以上により、今回の補正額は１，５５２万３，０００円の減額となります。 

一方、歳入につきましては、２款国庫支出金１項国庫負担金介護給付費負担金３６０

万２，０００円の減。２項国庫補助金現年度分調整交付金２８７万３，０００円は、地

域支援事業交付金介護予防事業を３，０００円の増。地域支援事業交付金包括任意事業

３万１，０００円の増は、いずれも歳出に伴う交付見込みによるもの。４目事業費交付

金２３万３，０００円の増は、介護保険システム改修に係る道自治体情報システム協議

会負担金の２分の１。 

３款道支出金１項道負担金介護給付費負担金は、歳出の減額に伴う交付見込み減によ

る３２４万円の減、２項道補助金地域支援事業交付金介護予防事業３，０００円の減と

地域支援事業交付金包括任意事業１万円の増は、いずれも歳出に伴う交付見込みによる

もの。  

５款支払基金交付金１項支払基金交付金は、介護給付費交付金で歳出の減額に伴う交

付見込みの減による９２７万８，０００円の減。地域支援事業交付金で交付金の確定に

より５２万５，０００円の減。 

６款繰入金１項一般会計繰入金は介護給付費繰入金で、歳出の減額に伴い、２０１万

１，０００円の減。地域支援事業繰入金介護予防事業１０万円及び地域支援事業繰入金

包括任意事業１万円の減は事業費の確定による減。事務費繰入金５，０００円の増は、

歳出に伴う増であります。以上により、今回の補正額は１，５５２万３，０００円の減

額となります。 

この結果、補正後の歳入歳出予算の総額は４億３，１０７万６，０００円となります。 

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから、議案第５号の質疑を行います。 

歳入歳出一括して行います。 

○議長（波岡玄智君） １番田甫議員。 



  

○１番（田甫哲朗君） １５３ページの住宅改修に要する経費で、当初２０件を見込ん

でいたと思うんですけれども、実際対象になったのは何件か。それとその内容ですね。

普通に考えるとバリアフリー化というふうに考えるのですけれども、どの程度だったの

かを教えていただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長 

○福祉保健課長（伊藤敦子君） 住宅改修につきまして実績なんですけれども、２６年

度の見込みとしましては、１０件となっております。最高額は限度額が２０万円のその

うち１割が個人負担となりますので、１８万円が限度額となっております。改修の内容

なんですけれども、主に手すりをつける方が多くなっております。トイレでありますと

か、お風呂でありますとか、段差改修もときにはありますけれども、一番多いのが手す

りの設置ということで、廊下に設置したりとかということで限度額を使われる方が多く

なっております。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

            （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１３ 議案第５号平成２６年度浜中診療所特別会計補正予算（第３号） 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１３ 議案第５号を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 



  

町長。 

○町長（松本博君） 議案第５号平成２６年度浜中診療所特別会計補正予算第３号につ

いて、提案の理由をご説明申しあげます。 

この度の補正は、平成２６年度浜中診療所特別会計の決算見込みに基づく補正予算で

電気料の不足分の追加と事業費の確定等による減額について補正をお願いしようとす

るものですあります。 

補正の内容を申し上げますと 

歳出では、１款総務費浜中診療所維持管理に要する経費では、７節賃金など全体で１

４万８，０００円の減額、浜中診療所運営に要する経費では、４節共済費は共済組合負

担金１８０万円など６２０万８，０００円の減額 

２款医業費医業に要する経費では、１１節需用費は医療材料費１８０万円など２５３

万９，０００円の減額 

３款公債費では、２３節償還金、利子及び割引料は地方債償還利子１５万７，０００

円を減額、以上により今回の補正額は、９０５万２，０００円の減額となります。 

 一方歳入につきましては、１款診療収入では、１項後期高齢者診療報酬収入１８１万

１，０００円などの追加で総額２４２万５，０００円を追加、２項外来収入では後期高

齢者診療報酬収入７８万円の減で総額１２６万８，０００円減額、３項その他の診療収

入では、諸検査等収入で８７万３，０００円追加 

２款使用料及び手数料では、予防接種料６７万９，０００円減の総額５５万１，００

０円の減額 

４款繰入金９９５万３，０００円の減額は、一般会計繰入金で財源調整 

６款諸収入では、雑入の職員等給食費の１７万８，０００円減額 

７款町債では、総務管理債の過疎地域自立促進特別事業債の実績により４０万円の減

額を補正するものであります。 

この結果、補正後の歳入歳出予算の総額は、それぞれ９０５万２，０００円を減額し

２億４,５０４万７，０００円にしようとするものです。 

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから、議案第５号の質疑を行います。 

歳入歳出一括して行います。 



  

○議長（波岡玄智君） ７番川村議員。 

○７番（川村義春君） １点だけで確認の意味でお知らせいただきたいんですが、１６

３ページの介護保険介護報酬収入で、当初１，４３０万２，０００円の見込みが１４６

万９，０００円の減というふうになってございます。この内容についてお知らせいただ

きたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 診療所事務長 

○診療所事務長（越田正昭君） 歳入の介護報酬収入の関係でございますけれども、当

初４人入所ということで予算措置しておりましたが、年度の途中で入所者が増えたこと

から１２月で１人分を増額補正させていただきました。その後、１月に退所者があり入

所が２人となりその分の減額ということであります。 

○議長（波岡玄智君） ７番川村議員。 

○７番（川村義春君） 診療所の入院病棟は１９床、そのうち６床が療養型です。事務

長は、入院患者を積極的に受け入れしてできるだけ多くの歳入を確保しようと努力され

ているのはよく理解できるんですが、実態として現在療養型入所者は２人ということで

す。満床に向けての努力が見られないんじゃないかと感じますし、今後の経営にも影響

が出てくるのではないかと心配するものですから、２７年度に向けての事務長の決意を

伺いたいと思います。たとえば、ハイツ野いちごに入所している人を療養型に移すとか、

あるいは在宅で療養している人の中で、家族が困っているような所謂社会的入院につな

がるような対象者であっても、今後は積極的に受け入れしていくという考えがあるのか

どうかお伺いします。 

○議長（波岡玄智君） 診療所事務長 

○診療所事務長（越田正昭君） 現在療養型に入所している方は３名です。 

 ハイツ野いちごとの連携の関係ですが、待機者の中から療養型に入所させる方向で協

議ができております。また、一般病棟からの移行につきましても病状が安定したと判断

される状況においては、医師の判断に基づき適切な移行を実施しているところでござい

ますし、できる限り６床が満床になるよう取り進めてまいりたいと考えております。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

            （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第５号の討論を行います。 



  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第５号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１４ 議案第６号平成２６年度浜中町下水道事業特別会計補正予算（第３

号） 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１４ 議案第６号を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第６号平成２６年度浜中町下水道事業特別会計補正予算第

３号について、提案の理由をご説明申し上げます。 

 この度の補正につきましては、平成２６年度の決算見込みに基づく予算補正で、今後

必要とされる経費の追加及び減額について補正しようとするものであります。 

 補正の内容でありますが、歳出では 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で、一般管理に要する経費１６万円６，

０００円の減額、２目普及促進費で、下水道設備普及促進に要する経費１４７万３，０

００円の減額は確定によるもの 

 ２款１項下水道費、１目下水道事業費で、特定環境保全公共下水道事業に要する経費

４万８８，０００円の追加は、職員手当等の不足見込みと確定によるもの 

農業及び漁業集落排水事業に要する経費６３２万円８，０００円の減額は執行残と確

定によるもの 

 ２目処理場管理費で、霧多布・茶内・散布各クリーンセンター管理運営に要する経費

１０８万円の減額は光熱水費の不足見込みと確定よるもの 

３目管渠管理費で、公共下水道管渠施設の維持に要する経費３２万１，０００円の減



  

額は光熱水費の不足見込みと執行残  

 ３款１項公債費、２目利子で、地方債償還利子１５万９，０００円は不足見込みによ

り追加するものであります。 

 一方歳入では、１款分担金及び負担金で、公共下水道事業受益者分担金６９万１，０

００円の減額 

２款使用料及び手数料で、公共下水道使用料４４７万８，０００円の減額 

４款繰入金、１項１目一般会計繰入金３９９万２，０００円を減額するものでありま

す。 

この結果、補正後の歳入歳出予算の総額は、それぞれ９１６万１，０００円減額し３

億９,３９７万２，０００円にしようとするものであります。 

○議長（波岡玄智君） これから、議案第６号の質疑を行います。 

歳入歳出一括して行います。 

３番鈴木議員。 

○３番（鈴木敏文君） １点だけですが、１８３ページの散布クリーンセンター管理運

営に要する経費の光熱水費の関係ですが、昨年１２月の倒木によりまして停電になりま

した。その際クリーンセンターも機能しなくて使用禁止ということになりましたけれど

も、後で発電気をレンタルして復旧したと言うことがありましたけれど、今後もこのよ

うなことが想定されると思うのですが、今後の備えの在り方についてお伺いします。ま

た、送電線が道々を走っておりますが、沿線には相当数の老木が立っている状況ですの

で町の方から事前に伐採の要請ができるものなのかも併せてお伺いしたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 建設課長 

○建設課長（中川亮君） 議員お説のとおり停電の時に処理場が停止してしまい、皆さ

んに大変なご迷惑をおかけしました。この件につきましては誠に申し訳ないことだと思

っております。電源につきましては北電から供給を受けておりますが、有事への備えと

して発電機等整備しなければ速やかな対応は難しいものだと考えております。今回は建

設会社所有の発電機をリースして対応したところでありますが、今後におきましては自

前の発電機を用意できるような方策を考えていきたいと思っております。 

 老木の事前伐採の関係ですけれども、管理者が北海道という状況の中で危険を予防す

るうえでの伐採は従来と変わらず困難であると認識しております。過去には予防的な伐

採を要望した経緯もございますが実現には至っていないというのが実態であります。町



  

としては、状況を十分説明しながら北海道に対して根気よく要望していくしか現段階で

の方法がないのかなと考えていります。 

○議長（波岡玄智君） ７番川村議員。 

○７番（川村義春君） １８１ページの農業集落排水事業に要する経費の工事請負費な

んですが、当初予算では３００万円計上されていたんですが全く執行されていないとい

う状況であります。この事業の内容と未執行の理由をお伺いします。 

○議長（波岡玄智君） 建設課長 

○建設課長（中川亮君） この予算につきましては、住宅の新築があった場合に本管か

らその地点の桝までの配管敷設のための費用を計上しておりましたが、茶内地区におき

ましてそのような工事が実施されなかったことから、未執行になったということであり

ます。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第６号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第６号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１５ 議案第７号平成２６年度浜中町水道事業会計補正予算（第３号） 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１５ 議案第７号を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 



  

○町長（松本博君） 議案第７号平成２６年度浜中町水道事業会計補正予算第３号に

ついて、提案の理由をご説明申し上げます。 

この度の補正は、決算見込みによるもので、予算第３条収益的収入及び支出では収入

で１款水道事業収益２項営業外収益２目他会計補助金５６万５，０００円の減額 ４目

長期前受金戻入益２５万７，０００円の追加  

支出で１款水道事業費用２項営業費用１目浄水及び配水費７７万１，０００円の追加 

２目総係費５万８，０００円の減額は不足見込と確定によるもの ３目減価償却費６４

万７，０００円の減２項営業外費用１目支払い利息及び企業債取扱諸費を３７万４，０

００円の額は、いずれも実績見込みによるものであります。 

これにより、補正後の収益的収入及び支出の総額はそれぞれ３０万８，０００円を減

額し、１億９，６６１万８，０００円となります。次に、予算第３条資本的収入及び支

出では収入で１款資本的収入１項工事負担金４万円の減額は、実績見込みによるもの  

支出で１款資本的支出１項建設改良費１目メーター費９万６，０００円の減額 ２目

配水施設費１３万４，０００円の減額は、いずれも確定によるものであります。これに

より、補正後の資本的収入は、３０８万７，０００円資本的支出は６，２１７万３，０

００円となり、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は５，９０８万６，００

０円となりますので、過年度分損益勘定留保資金で補てんする額４，９２７万６，００

０円を４，９０８万６，０００円に改めようとするものであります。また予算第６条に

定めた議会の議決を得なければ流用することができない経費 職員給与費は９万３，０

００円を減額し５，３４５万１，０００円 予算第７条に定めた他会計からの補助金は

５，２００万２，０００円を５，１４３万７，０００円に、それぞれ改めようとするも

のであります。 

以上提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願い

を申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから、議案第７号の質疑を行います。 

歳入歳出一括して行います。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

 これから、議案第７号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



  

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第７号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 

◎延会の議決 

 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎延会の決議 

 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

 したがって本日はこれで延会することに決定いたしました。 

 本日はこれで延会します。 

（延会 午後４時３０分） 
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